
短期集中予防サービス
訪問型サービスCについて

令和８年度実施（案）

鶴岡市「介護予防・日常生活支援総合事業」
介護予防・生活支援サービス事業

鶴岡市健康福祉部
地域包括ケア推進課
令和８年１月



◇実施にあたって…

○対象者には、自立支援に向けた指導を行います。

○「短期集中」で改善が見込まれる対象者へ実施するため、繰り返して
サービスCを使用することは(原則として)ありません。

○年度毎の業務委託で行います。

○対象者は、事業利用決定が済みしだい随時利用可能の予定です。
＊曜日・時間帯を決めたい
＊交通費を別途とりたい
＊対応可能地域を限定したい
などについては、各事業所で効率的・効果的に実施できるように計画
していただきたいと思います。

○１回40分程度週３回以内概ね３か月の(マネジメントにより6か月ま
での利用可)となります。

○委託料(報酬単価）は、下記のとおりです。

令和６年度参考 委託料 利用者自己負担額 合計

訪問型ｻｰﾋﾞｽC ７，５００円 ５００円 ８，０００円



◇訪問型サービスＣの人員配置・設備・運営基準

分類 訪問型サービスＣ

サービス
内容

・保健・医療の専門職による居宅での相談指導

人員
・生活機能を改善するための運動器機能や口腔機能の向上、栄養
改善の指導ができる保健・医療の専門職（理学療法士、作業療法
士、保健師、看護師、管理栄養士等）の配置

設備 ・サービス提供に必要な機械器具、設備、備品

運営

・個別サービス計画の作成
・運営規定等の説明、同意
・提供拒否の禁止
・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事者または従事者であったものの秘密保持
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供



◇訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス）の流れ＜概要図＞

○保健・医療の専門職によるサービス提供により短期間で状態の改善を目指す。利用者の機
能低下(運動機能・栄養状態・口腔機能・認知機能）の状況に合わせて、集中的にサービス
を提供する。
○1回40分程度。概ね3か月で週3回を上限。(マネジメントにより6か月までの利用可）

利用者
事業対象者／要支援１・２

市地域包括ケア推進
課・長寿介護課 地域包括支援センター

・
居宅介護支援事業所
(ケアマネジャー)

サービス提供事業所

利用者負担：支払い

注)
①1年毎の委託契約
②毎月15日まで提出
③実績に基づいて支払い
＊金額は1回当たり

山形県国保連

包括がケアマネジメント費請求

包括へマネジメント費支払い

ケ
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終了後
評価の実施と
サービス・活動へ
のつなぎ
（地域の通いの場
や多様なサービス
への移行等）

受給者情報の提供

注）②実績
報告・請求

注）③委託料支払い

個別サービス計画交付・改善に
向け専門職が集中的にサービス提供

注）①委託
契約締結



◇いきいきチャレンジコース（サービス・活動Ｃ）【訪問型】提供の流れ

№ 項目 市 地域包括 事業所

1 契約

サービス提供事業所
と委託契約の締結

市と契約の締結

2 対象者の選定

・要支援１．２、又は事業対象者で短期集中支
援で改善が見込める者
・運動メニューの場合は、「短期集中予防サー
ビス（訪問型C）プログラム参加に係るチェック
シート」で確認し参加「可」の者
※運動メニューでリスクのあるものについては、
主治医に「利用確認書」で必ず確認
・短期集中予防サービス（訪問型C）プログラム
参加に係るチェックシート
・鶴岡市介護予防・生活支援サービス利用申込
書
・利用者基本情報

3
事前

アセスメント

介護予防アセスメント票等で自立を阻害してい
る要因等についてアセスメントを実施

・利用者と事業所で契約。
・利用者の健康状態、生活習慣、体力水準
など個別の状況を把握する。
所定の体力測定等を実施する。

4
自立支援に向
けた計画の作
成と共有

5
サービス利用
票の提供

利用者とサービス提供事業所へ事前に交付 地域包括支援センター等より利用票を受け
取り計画に基づき提供する。

　地域包括支援センター等が支援計画原案を作成し、サービス担当者会議を開催し目標の
確認、具体的な支援項目、評価の目標値などを確認し支援計画を確定させる。　サービス提
供事業所は個別援助計画の作成
・介護予防支援計画書、個別援助計画書を交付。
・訪問Ｃと通所Ｃを複合的に組み合わせて実施することも可。



№ 項目 市 地域包括 事業所

6 サービス実施

個別援助計画に位置づけたサービスの提
供。
実施しての状況の変化があれば地域包括
支援センターに連絡。

7
実績報告・報酬

請求

毎月５日までサービ
ス提供事業所より実
績の報告と請求書を
受け取る。

翌月５日までサービス提供事業所より利用実績
を受け取り、実績がある事を確認し国保連に請
求する。

原則毎月５日まで、サービス利用実績を記
載し、地域包括支援センタ―等へ報告

・所定の様式で毎月１５日まで市へ実績報
告と請求を行う。

8 モニタリング

毎月電話等でモニタリングの実施
３か月に１回は自宅訪問を行う。

計画に沿ったサービス提供ができているか
確認。利用者の状況変化や計画変更の必
要性がある場合は、地域包括支援センター
等へ連絡する。

9
事後

アセスメント

翌月末に地域包括
支援センター等と
サービス提供事業所
より事業終了に係る
書類を受理し、サー
ビス提供実績につい
て突合処理を行う。

訪問し基本チェックリストを実施する。
評価を実施し、評価表と基本チェックリストを、
翌月末まで市へ提出する。

終了後に指定の様式を用いて事後アセスメ
ントを実施する。
体力測定の実施や生活機能評価を行い、
前後評価を実施する。
翌月末まで市へ提出する。
・「運動器機能向上プログラム事前事後ア
セスメント」
・利用報告書
・経過記録　　　の提出

翌月5日までサービス提供事業所よ
り利用実績を受け取り、実績があ
ることを確認し、ケアマネジメン
ト費を国保連に請求する。
サービス利用票・実績報告書を市
へ提出する。

原則基本チェックリストを実施す
る。
評価を実施し、評価表と基本
チェックリストを翌月末まで市へ
提出する。

毎月15日まで
サービス提供
事業所と地域
包括支援セン
ターより実績
報告等を受け
取る。


